
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ.２ 
駐車マスの面積合計が５００㎡以上 

Ｑ.３ 
利用料金を徴収しますか 

事前相談・窓口協議（道路交通課）

駐車場管理規程の提出
（供用開始後 10 日以内） 

駐車場法・バリアフリー新法による路外駐車場届出のフローチャート

駐車場法第 12 条による届出

は不要です 

いいえ

はい 

いいえ 

駐車場法第 12 条による設置の届出が必要
です。規定の書類を提出してください。 

バリアフリー新法第 12 条に
よる設置の届出が必要です。
規定の書類を提出してくだ
さい。

工事着工 

駐車場法に定める技術的基準への適合 

バリアフリー新法に定める技術的基準への適合 

はい 

工事着工 

Ｑ.４ 

都市計画区域内ですか 

いいえ

はい 

いいえ 

いいえ

駐車場法第 12 条による届出は不要です。 

但し、バリアフリー新法の判定が必要ですので、

Ｑ.５へ進んでください。 

路外駐車場の整備計画 

Ｑ.１ 
一般公共の用に供しますか 

竣工・供用開始 

Ｑ.５ 
施設の敷地内に附設される駐車場で
すか 

バリアフリー新法第 12 条による設置の届

け出は不要です。但し、同法および大阪府

福祉のまちづくり条例により適合すべき

構造及び技術的基準が規定されています。
いいえ 

はい 

竣工・供用開始 

要綱協議 

建築確認申請はい 

はい 

Ｑ.６ 

駐車場は建築物または構築物ですか 

提出書類の審査・受理 




